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○
農
林
水
産
省
告
示
第 

 
 

号 
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
農

業
経
営
発
展
計
画
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日 

農
林
水
産
大
臣 

江
藤 

 

拓 
 

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
六
号
に
基
づ
く
農
業
経
営
発
展
計
画
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
実
施
を

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

農
業
経
営
発
展
計
画
の
内
容
が
農
業
生
産
の
増
大
、
雇
用
の
増
大
、
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九

号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
農
地
の
農
業
上
の
利
用
の
増
進
等
か
ら
み
て
、
地
域
の
農
業
の

健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置
が
農
地
法
第

二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
農
業
（
農
地
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
六
号

（別紙４） 
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に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
直
接
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
農
業
経
営
発
展
計
画

の
達
成
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

イ
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
農
業
経
営
発
展
計
画
の
達
成
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
農
林
水
産
省
令
第
三
十
四
号
）
第
十
五
条
の
九
第
一
号
に
掲

げ
る
期
間
が
十
年
以
内
で
あ
る
こ
と
。 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
食
料
の
安
定
供
給
の
た
め
の
農
地
の
確
保
及
び
そ
の
有
効
な
利
用
を
図
る
た
め
の
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。 

 


